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区内指定喫煙所について 

 

 

１ 概要 

   区指定喫煙所 2か所（共に屋外型）について、時間帯によって密な状況

となっていることから新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から

一時的に閉鎖することとした。 

 

 

２ 指定喫煙所の閉鎖 

   （1）御茶の水橋際公衆便所横指定喫煙所 

     4月 24日（金）閉鎖 

（2）シビックセンター1階屋外指定喫煙所 

    5月 11日（月）閉鎖 

 

※ 公園内喫煙所（礫川公園、切通公園及びお茶の水公園）については、

令和 2年 3月 31日をもって廃止 

 

 

３ 巡回指導及び啓発キャンペーン 

    指導員による巡回指導及び駅前等における啓発キャンペーンについて

は、緊急事態宣言期間中は中止としている。 

 

 

４ 今後の予定 

（1）指定喫煙所（2か所）については、緊急事態宣言期間中は閉鎖する。 

（2）巡回指導等の再開については、国、都の動向を踏まえ決定する。 


